
第Ⅳ章 まとめ

神高池北西古墳の調査において検出・確認できた資料は,往古からの開発等による破壊・撹乱を免れた残

余の僅少部分であり,その概要は前述したとおりである。

出土量では大半を占めた,後代の「再利用」その他に係わる中世土器類を除き,主として石室に関する所

見と,本古墳における古墳祭祀を端的に示す資料とみられる「暗文付土師器」(=「畿内産土師器」)洵 らゝ窺

うことができる性格等について考察した。

乏しい遺存資料の限界内ではあるが,主体部としての石室の形態,系譜等や副葬品乃至は埋葬・追葬儀礼

等に充てたと想定される遺物の諸相等を通じ,本古墳の属性・年代等について試みたところである。

第 1節 石室造営の技法等

横穴式石室を大きさで分類した場合,「巨石墳」を大型とし,終末期の単葬用小石室等を小型とすれば,

大 。中・小型に三分でき,神高池北西古墳は中型に属することになる。一般に,石室や石材の規模は,造営

主体の政治 。経済・社会的力量と技術水準に制約されるであろう。中型という分類は,本古墳造営主体の一

面を反映していると考えられる。

このことは,石積みの技法にも表れている。一般に横穴式石室壁面の強度 。安定性を確保するためには,
`控え'の効果が期待できる小口積みがより有効な技法であると考えられる。ところが,本古墳の側壁石組

みは,基底石に限るが,小日積みではなく横口積みを採用している。横口積みに比較して,小口積みの方が

遥かに大形で大量の石材を要することを考慮すれば,本古墳は石材の省量化を意図したものと考えられる。

本古墳の造営主体は,政治・経済・社会的および技術的力量の限界により,「巨石墳」を造営するまでには

至らず,相対的に石材の量を軽減し得る対応として横口積み工法を採用したのであろう。

ただし,側壁に横口積みが採用される要因として,県西の「三豊型横穴式石室」(國木1988)動に見られるよ

うな地域的技術の伝承・伝統に由来する可能性も想定すべきであろう。

第 2節 暗文付土師器 (=「畿内産土師器」)について

本古墳の出土遺物のうち,古墳の時期・性格等を示す資料は僅少であった。その中で,調査時点まではあ

まり報告例をみなかった暗文付土師器杯片を検出することができた。ただし,本資料は低温焼成土師器の通

例として器質軟弱で吸水性が高く,復元時の泥・汚れ除去等に伴い暗文がほとんど消失した。検出時に視認

できた暗文は不明瞭となり,残念ながら図示できなかった。

暗文付土師器杯は,石室内の奥壁に向かって右の側壁寄りで, 2ヵ 所の細片群として検出された。接合し

た結果, 2個体分の暗文付土師器杯片が復元できた。原位置を厳密に保ってはいないが,およその供献位置

を示すとみられ,層位は下位に相当する (第 8図 )。

それでは, これら暗文付土師器をどのように評価すべきであろうか。県内の出土事例を見てみたい。

本墳周辺では,『南山浦古墳群』があげられる。直線距離にして東方約 3km, 日常的接触・交流圏域内と

いえる位置にあって,独立丘陵石清尾山塊の東斜面に分布する。この南山浦 9・ 10011・ 13号墳から,計 7

点の暗文付土師器杯・高杯が出上しており,報告者は「埋葬後の葬送儀礼が執り行われ,その際,暗文杯は

非常に重要な位置を占めていたらしい。(中略)南山浦古墳群を形成した集団がもつ個性的な葬送儀礼」(藤井

1985)1りであると記されている。

一方,香川郡香川町『清谷 1号墳』では,暗文台付皿が出上しており,「畿内色の強い横穴式石室を築造

し利用する集団が,葬送儀礼に使用する供膳形態として暗文土師器を重視しつつ (中略)畿内政権との密接

な関係」(國木1996)121にあったと指摘されている。
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第 20図 暗文付土師器出土地分布図

退 跡 名 遺構名 出上位置 退物血 器種 径 暗文文様 記事 時期 資料

① 神高池北西吉墳 高松市 横穴武石室 玄室 坪

坪

記込螺旋右上り斜放射 ヨ縁内面直下に凹線 本書
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本書
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第 2表 暗文付土師器出土古墳一覧

上記のように,県内出上の暗文付土師器類は,従来はむしろ極めて稀な例に属する遺物という評価が見ら
れたのである。しかし,近年までに古墳から出土する暗文付土師器は漸増し,第 2表のとおり管見の範囲で
も幾つかの古墳で確認されている。さらに,下川津遺跡や川津一ノ又遺跡で知られるように,集落遺跡での
大量出土例等も加えられた。このようにして,暗文付土師器は「特異な存在」から既に一定の普及を見せ,
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ある程度は普遍的に見られるようになったのである。

今回,改めて見てみると,県内の古墳及び集落その他の遺跡で出上した暗文付土師器報告例は,管見の範

囲でも総数 450点近くを数える事ができた。この数字には `確実な'「畿内産土師器」以外に「模倣品」ま

たは「畿内系土師器」と呼称されるものも含んでいる。このように暗文付土師器出土例が県内で顕著な増加

をみせたとはいえ,同時代の大多数の遺跡では勿論出土せず,その限りでは稀ともいえる遺物である。

さて,暗文付土師器が大量に出上した下川津遺跡と川津一ノ又遺跡では,次のような評価が与えられてい

る。それは,搬入品とするには不自然であり,県内の出土例がほとんど古墳副葬等に見られる小点数である

ことから,「 これら「畿内産土師器」に近似する土師器は畿内からの搬入品ではなく,下川津遺跡周辺,つ

まり坂出市南部がこれらの土師器の生産地であるかもしくは集積地であったと理解するのが妥当で (中略)

讃岐国で生産されたものと考えられ (中略)消費地としての飛鳥 。藤原地域で出土する土師器は (中略)貢納

された品を消費して (中略)結果的には畿内の上師器ではある」と指摘されている (片桐1997)10。

一方,「畿内産土師器」の論考が多い林部氏によれば,「畿内産土師器」は「七世紀後半以降の律令官僚制

の整備や,それにともなう大量の官人層の出現と,その特殊な生活形態の存在を前提として (中略)宮都で

くりひろげられる儀式や宴会,さ らに律令国家をささえた役人の特殊な生活形態 (給食など)に対応するた

め,特別につくりだされた」ものとされている (林部1992b)働。さらに,「畿内産土師器」は,瀬戸内海沿岸

地域では集落遺跡からの出上が多く,さ らに飛鳥時代だけに限ると古墳からの出土がきわめて多い」ことを

指摘されている齢部1992a)101。

以上のように,讃岐から暗文付土師器が畿内にもたらされていた可能性を考えると,下川津遺跡や川津一

ノ又遺跡に関わった集団が畿内と強いつながりをもっていたとも考えられる。さらに,飛鳥I(7世紀第 2

四半期)～平城Ⅱ (8世紀中葉)において古墳出土例が継続的にみられることは,全国的にみても古墳出土

例が高いという瀬戸内海沿岸地域の「畿内産土師器」受容傾向を,讃岐は顕著に示している。このことは,

畿内=律令国家体制とのかかわりが大きく,上器そのものに律令国家の制度や理念を象徴的に体現して,畿

内との一体性がきわめて強い地域という特色 (林部1992b)9)を反映しているものと考えられる。

以上のことを考えると,暗文付土師器が出土した神高池北西古墳は,畿内とのつながりが想定されよう。

後述するように,神高池北西古墳の築造は7世紀前葉であり,暗文付土師器は7世紀末～ 8世紀前半と空白

期間があるが,暗文付土師器を石室に納めた者は畿内とのつながりが想定できよう。さらに,暗文付土師器

を石室に納める行為は,祭祀に伴うものか追葬時の副葬品かは判断しかねるが,古墳を築造した集団と暗文

付土師器を納めた者との間には何らかの関係が想定され,憶測の範囲を出ないが,畿内との強いつながりが

古墳造営時期にまで遡る可能性はあろう。

第 3節 神高池北西古墳の年代

本古墳の年代観を示す資料としては,原位置を保たず遺存状況も劣悪ながら,古墳の造営や祭祀に供献さ

れたと考えられる土器類がある。これらは①築造時(地鎮具等を含む),②初葬時,③追葬時,④それら以降

の墓前祭祀等の各時期に際して使用されたであろうが,極度の撹乱で,当初の供献状態や先後関係について

の確認および復元はほとんどできなかった。

そうした中にあって,数少ない個々の遺物から知り得た個々の年代観は,前述の遺物の項に記す通りであ

る。それらを年代順に配列すれば,一定範囲の年代幅を知り得ることになる。ただし, これらは古墳の造営

当初から最終墓前祭祀に至る全期間の年代幅であるとの想定の域に止まるものである。

本古墳の年代について,上記の意味での指標となる遺物は次の通りである。

①土師器 特徴的な遺物として注目できるのが,遺物血24暗文付土師器 (畿内産土師器)で「杯 B」 タ
イプある。平城Ⅱ期 (8世紀前葉)の ものと考えられる。遺物血48も ,同 じく暗文付土師器で「杯 B」 タ

イプである。飛鳥V(平城)I期とみられる。血24に先行した 7世紀末葉～ 8世紀初頭のものであろう。

②須恵器 遺物血04は,須恵器平瓶口縁部片である。遺物配16は ,須恵器高杯蓋片である。頂部を欠い
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